
⾧野市歴史的風致維持向上計画（歴まち計画）の概要

全国には、城郭や神社仏閣等の文化財及び文化財指定は受けていないもの

の歴史的な価値を有する建造物とが相まって、歴史的なまちなみが形成され
ている地域が数多く存在し、こうした地域では、祭礼行事や工芸品の製造販
売など人々の活動が行われており、歴史的まちなみと一体となって、風情、
情緒、たたずまいのある良好な市街地の環境（以下「歴史的風致」という）
が形成されている。
しかしながら、維持管理に多くの費用と手間がかかること、高齢化や人口

減少による担い手が不足していることにより、歴史的風致が失われつつある。
このような状況を踏まえ、まちづくり行政と文化財行政が連携して、

「歴史的風致」を後世に継承するまちづくりの取り組みを国が支援するため
の法律「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（通称
「歴史まちづくり法」）が平成20年11月に施行された。
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本計画の推進に当たっては、都市整備部まちづくり課歴史的まちなみ整備室
と観光文化部文化財課が事務局となる庁内推進会議を設置し、関係課と連携調
整を行う。
また、歴史まちづくり法第11条に基づく長野市歴史的風致維持向上協議会に

計画の進捗管理や変更などを提案し、円滑な事業の実施に向けた協議を行う。
必要に応じて国や県のほか、文化財保護、都市計画や景観などに関する附属

機関から助言等を得るとともに、文化財や歴史的建造物の所有者などと連絡、
調整を行う。
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（認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更）
第七条 第５条第八項の認定を受けた市町村（以下「認定市町村」とい
う。）は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画を変更しようとすると
きは、主務大臣の認定を受けなければならない。
２ 第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定
について準用する。

認定市町村の増加
・歴史まちづくり法認定都市の増加
・計画の質を担保しつつ、着実に推進していく仕組みが必要

進行管理・評価制度（H23～）
•PDCAサイクルの導入により、計画を着実に推進
（＝庁舎内での共有、財政部局への説明にも活用）

•協議会、有識者等の第三者の客観的な視点を取り入れることにより
計画の質を担保（＝形骸化を防ぐ）
•計画の進捗状況を公開（＝市民へのＰＲ効果）

計画認定都市 全国：95都市
※令和７年３月時点

法律上の位置付け
・国は、認定市町村に対し、歴史的風致向上計画の実施状況に
対し報告を求めることができる（法８条）

・国は、認定計画が認定基準に適合しなくなったと認められる
ときは、その認定を取り消すことができる。（法９条）

＜ 歴史まちづくり法 抜粋 ＞

第五条第六項 要旨
市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しようとするときは、協議会
の意見を聴かなければならない。

３

進行管理・評価時期年度

第１回協議会 Ｒ７年度 実施事業について説明 (諮問)本日

Ｒ７
国から進行管理・評価等の実施通知12月上旬

第２回協議会 進行管理・評価及び計画変更 (答申)２月

計画変更の申請→国の認定年度末

国へＲ７年度進行管理・評価シートを提出５月末
Ｒ８

評価シートを市ホームページへ掲載（公開）６月上旬


